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損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

                        

水中事故の損害調査に「水中ドローン」を導入 

 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社（社長：西澤 敬二、以下「損保ジャパン日本興亜」）は、 

２０１８年１０月から船舶や港湾施設向けの損害調査に「水中ドローン」を損害保険業界で初めて導入しました。 

「水中ドローン」は、ダイバーによる損害調査と比較して、潜水時間や潜水深度、対応可能潮流、安全性、汚

染水域での調査等で優位性があり、「水中ドローン」をダイバーの代替・補完手段として活用することで、よりタ

イムリーかつ迅速な損害調査を行うことが可能となります。 

 

１．背景・目的 

現在、陸上から目視が不可能な船舶の船底部、港湾の岸壁の水中部などの損害調査は、ダイバーが潜水

し、視認や写真撮影を行うことが主流です。しかし、ダイバーの人手不足や、事故現場が危険な環境であるた

めにダイバーが事故直後に潜水できない等、タイムリーに損害調査を行えないケースが発生しています。 

  このたび損保ジャパン日本興亜は、お客さまのニーズをふまえたタイムリーかつ迅速な損害調査を行うため

に、ダイバーの代替・補完手段として、株式会社 SIX VOICE 水中ドローン社（社長：土生 修平）の「水中ドロー

ン」を導入することとしました。 

 

２．「水中ドローン」による損害調査 

損保ジャパン日本興亜の船舶保険等の損害調査を担当する、グループ会社「ＳＯＭＰＯ企業保険金サポート

株式会社(社長：陶山 さなえ)」が「水中ドローン」を導入し、損保ジャパン日本興亜と連携して水中の損害調査

を行います。また、水中で損害調査の対象物を的確に撮影するためには、熟練した技術が求められるため、

「 水 中 ド ロ ー ン 」 の 活 用 実 績 が 豊 富 な 國 富 株 式 会 社 

（社長：國富 將嗣）と提携し、精度の高い調査を行います。 

水中の事故現場は、潮流・水圧・低水温・水質汚染など、ダイバ

ーが潜水するには危険な環境になることも想定されるため、陸上

や船上から操作できる「水中ドローン」を活用することで、ダイバー

が潜水できない環境の場合にも、安全に損害調査を行うことがで

きます。また、人手不足により、ダイバーが手配できない場合にも、

迅速に損害調査を行うことができます。 

 これらの「水中ドローン」のメリットを最大限に活かし、安全かつ

効率的な水中の損害調査サービスを提供します。 

 

３．今後について 

損保ジャパン日本興亜は、船舶や港湾施設向けの損害調査のほか、ダム・河川などのインフラ、広域災害

等での調査や、水中障害物の確認など船舶事故未然防止にも 「水中ドローン」の活用を拡大することで、さら

なるお客さまサービスの向上と安心・安全な社会の実現につなげていきます。 
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